
 

 

 

 

 

 

 

職員の懲戒処分について 

 

職員の処分を行いましたので、お知らせします。 

 

１ 被処分者及び処分内容 

（当事者） 

所属 職名 年齢 性別 処分内容 

建設局 副主査 ５５歳 男 免職 

 

２ 処分発令年月日 

平成３１年３月２９日（金） 

 

３ 事 案 概 要 

当事者は、平成３１年１月１７日から同年３月２９日までの間において、正当な理由な

く合計５０日間にわたって無断で欠勤したものである。 
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